
消防局では、救急隊が救急車を必要とする人（以下「傷病者」という。）の健康保険証利用登録
済マイナンバーカード（以下「マイナ保険証」という。）を活用して、搬送先医療機関の選定等に有
効な情報を把握する取組みを消防庁と連携して進めておりますが、令和６年度の実施結果から
挙げられた課題解決に向けて、令和７年度は全国全ての消防本部で実施することが決定しまし
た。

１ 概要・目的
救急現場において、救急隊が傷病者のマイナ保険証を活用して、通院履歴や服薬情報などの

医療情報を読み取り、その内容を早期に把握することで適切な医療機関への搬送に役立てる
ための効果を検証します。

２ 実施期間
令和７年４月２８日から令和８年３月３１日まで

３ 対象事案
実証事業を実施する救急隊（10隊）が出動する全ての救急事案
※ 傷病者の状態等を総合的に勘案し、救急隊長の判断により対象外とする場合があります。

４ 実施手順
救急隊員等は次の手順により、専用端末から医療情報等を閲覧し、それらの情報を基に適切

な医療機関の選定を行います。
(1) １１９番通報を受電した際に、あらかじめ傷病者のマイナ保険証を準備する旨を可能な範

囲で依頼する。
(2) 救急現場で、傷病者にマイナ保険証の所持を確認する。

※ マイナ保険証を所持していない場合は、通常の救急活動とします。
(3) マイナ保険証が本人のものであるかを目視で確認し、口頭で本人の同意を取得した上で、

医療情報を閲覧する。
※ 傷病者の生命・身体の保護のため医療情報を閲覧する必要がある場合であって、か

つ、傷病者本人から同意を得ることが困難である場合に限り、本人の同意不要で医療情
報等を閲覧するものとする。

(4) 搬送先医療機関の選定に資する情報を閲覧し、医療機関を選定する。

５ 主な課題等
(1) 情報閲覧に至るまでに要する時間短縮（ログイン操作の簡素化等）
(2) 情報閲覧権限の対象者の範囲拡大

６ 主な奏功事例
（１） かかりつけ医療機関が休診であり診療情報照会ができなかったため、マイナンバーカード

から取得した医療情報を搬送先医療機関に伝えることができた。
(2) 痙攣発作を起こした傷病者に対して、マイナンバーカードから薬の定期服用が途絶えたこ

とによる痙攣発症が判明し、原因検索に寄与した。
(3) 外国籍の傷病者に対して、聞き取りによる情報収集では曖昧であったが、マイナンバー

カードから情報を確認できたことで、正確な情報を搬送先医療機関に伝えることができた。

マイナ保険証を活用した救急業務の円滑化に係る令和７年度実証事業の実施について


